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-はじめに- 

  

中央教育審議会答申「我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システ

ムの再構築～」（令和７年２月 21日）（以下「知の総和答申」という。）におい

ては、大学進学者数の急減等が見込まれる我が国では、「知の総和」を向上す

ることが必須であり、「知の総和」の向上のためには、教育研究の質の向上、

社会的に適切な規模の高等教育機会の供給、地理的・社会経済的な観点からの

アクセス確保等によって高等教育の機会均等の実現を図ることが必要であると

されている。 

本検討会議では、知の総和答申を踏まえ、2040年を見据えて社会とともに歩

む私立大学の在り方を検討するため、令和７年３月 10日に第１回会議を開催

し、以降、地域の人材育成に向けた私立大学の役割や急激な少子化を見据えた

大学経営の在り方、国際競争力の強化に向けた私立大学の役割等について集中

的に議論を進めてきた。同年８月には、地域から必要とされる人材育成や日本

の競争力を高める教育研究を行う私立大学への重点支援への転換、大学入学者

数の減少を見据えた再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営

改革強化について、中間まとめとして整理し、提言したところである。 

中間まとめを取りまとめた後、国においては、地域の産業人材やエッセンシ

ャルワーカーを養成する地方私立大学や理工農系学部への重点支援、国際競争

力の強化に向けた研究力ある私立大学の拠点機能強化等に向けた私学助成の拡

充、地域構想推進プラットフォームの構築支援等を含む令和８年度概算要求が

公表されるとともに、令和７年度補正予算案においても学部段階等の理系転

換・文理融合を強力に推進するための成長分野転換基金の拡充等が盛り込まれ

たほか、各大学の規模の適正化等を推進するための定員の一時的な引き下げが

容易になる仕組みの創設など、各種制度の検討・改正が進められており、早く

も中間まとめを踏まえた改革が進捗している。 

本検討会議では、中間まとめを取りまとめた後は、教育研究の質の向上方策

に関して、産業構造の変化に対応する文理横断・文理融合教育の推進や、今後

の社会で活躍する力を身に付けるための大学院教育の充実、新たな評価の在り

方等について議論を深めるとともに、「知の総和」の向上と高等教育の全体最

適に向けた私立大学の在り方について、高等教育と初等中等教育、産業界等を

俯瞰した上で検討を進めてきた。 

2040年代に至る大学進学者数の減少をもたらす日本社会の急激な少子化、科

学技術の急激な進歩、就業構造をはじめとした社会の変化に対応していくため

の本検討会議としての 2040年の私立大学の在り方は後に示しているとおりで

あるが、留意すべきは、個々の大学の機能や役割のみに注目するのではなく、
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地域や我が国全体において、大学が、他の大学や接続する初等中等教育、産業

界等との間で、一貫した理念と相互理解のもと最適なシステムとして機能する

よう施策が設計されることであり、その点を重視して提言を取りまとめたとこ

ろである。 

本提言を踏まえ、大学、国、産業界等が 2040年の社会の姿を共有し、その

社会が持続可能で成長し続けるものとなるよう、共通の高等教育の将来像を持

ってそれぞれの役割を踏まえ取り組むことを期待したい。 

  



4 

Ⅰ 私立大学を取り巻く現状と役割の変遷 

 

１．社会の変化・直面する課題 

①産業構造・労働需要の変化 

○ デジタル化の加速度的な進展と脱炭素の世界的な潮流は、これまでの産業

構造を抜本的に変革させ、労働需要の在り方にも変化をもたらすことが予想

されている。経済産業研究所（RIETI）の調査結果 1では、少子高齢化による

人口減少に伴って労働供給は減少するものの、AI・ロボットの活用促進や

リ・スキリング等による労働の質の向上により大きな不足は生じないとされ

ている一方、現在の人材供給のトレンドが続いた場合、職種間、学歴間によ

ってミスマッチが発生するリスクが指摘されている。 

 

○ 具体的には、職種間のミスマッチとして、AI・ロボット等の活用を担う人

材が約 340万人不足するリスクが、学歴間のミスマッチとして、事務職で需

要が減少し大卒文系人材は約 80万人の余剰が生じる可能性があるとされて

いる。多くの職種において AIとの協業が不可欠になることが見込まれる

中、各産業で AI・ロボット等の活用を担う人材を確保していくことが重要で

ある。 

 

○ 将来的な産業構造の変化に応じた人材を育成していくためには、大学と、

高等学校段階までの教育機関や産業界、地方公共団体等とが、人と AIとが

共創するための人材をどのように育成するのかといった教育の将来像を共有

し、各教育段階を一体的に設計し、一貫した教育改革を推進するとともに、

各主体が連携・協働して、我が国全体や地域の生活・産業の向上に向けて取

組を進めていくことが求められる。 

 

②地域別の人口減少の見通し 

○ また、我が国の地域別の人口推計 2では、南関東（埼玉、千葉、東京、神

奈川）においては、今後も一定水準を維持すると見込まれる一方で、それ以

外の地域では人口減少が続くことが見込まれており、特に、四国、北海道・

東北、北陸では減少割合が高く、2050年時点では 2020年時点の 3/4弱程度

まで減少すると見込まれている。地方公共団体の種類別では、政令市では、

今後も一定水準を維持すると見込まれる一方で、町村では 2/3程度まで減少

 
1 出典:第 1 回日本成長戦略会議人材育成分科会 資料２「2040 年の就業構造推計（改訂版）について」（経済産業省 経

済産業政策局） 
2 出典:国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）』 
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することが見込まれている。 

 

○ 地方を活性化させ、日本の活力を向上させていくためには、各地域におい

て、地域の担い手の育成・確保や労働生産性の向上、生活基盤の確保などへ

の対応が必要不可欠である。 

 

２．私立大学を取り巻く環境 

①将来的な大学入学者数の激減 

○ これまで、高等教育に関する社会ニーズの高まりにより大学進学者数が増

加する中、私立大学がその受け皿を担うべく、大学数、収容定員数を増やし

てきたが、2021年の大学進学者数は、62.7万人であるところ、2035年には

約 59.0万人 3に、2040年には約 46.0万人 3にまで減少すると見込まれてい

る 4。 

 

○ 私立大学は学生生徒等納付金が主な収入であるため、私立大学全体の収入

も約３割、すなわち約１兆円減少すると推測され、2040年に、現在ある法人

の全てが存続することはあり得ず、相当数の法人が縮小や撤退を余儀なくさ

れることを覚悟しなければならない。 

 

②大学分布の偏り 

○ 東京一極集中の是正等の観点からも、地域人材の育成等を通じ地域社会の

持続的な発展をけん引する地方の高等教育機関の役割は重要であり、学生の

志望や地域の人材ニーズに応じた教育が受けられるよう、各地で高等教育へ

のアクセスが確保されることが必要である。 

 

○ 特に、都道府県別の大学進学率や大学進学時の都道府県別の流入・流出者

数の状況等の観点から、大学が都市部等に多く所在している状況は課題があ

り大学（高等教育機関）の偏在こそが人口減少の地域差を生み出していると

の指摘は重要であり、今後の大学進学者数の減少に伴う規模の適正化等につ

いて検討する上で、国は、地域における高等教育へのアクセスを確保してい

くという方向性をしっかりと持ち、責任を持って「分散化」を図っていくべ

きである。 

 
3 データ精査中 
4 出典:国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（令和５（2023）年推計）』 
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○ また、地方に所在 5している私立大学は、ほとんどが小規模な大学 6で、大

学の経営状況は小規模な大学の方が厳しい状況に置かれている傾向にあり、

このことは、地方の人口減少の影響も考慮すると、地方の小規模私立大学か

ら撤退しかねない可能性を示唆している。 

 

③私立大学の分野別学生比率の偏り 

○ 私立大学の学部分野に着目すると、学生数の構成比率は、国立大学は理

学、工学、農学等の分野が多くの割合を占めている一方、私立大学は人文科

学及び社会科学が約半数を占めており、文系に偏っている状況 7にある。 

 

○ また、国公私立を通じた理工系入学者の割合は 17%であり、この水準は、

諸外国の中でも低位にあるとともに、OECD平均の 27%よりも大幅に低い状況
8にある。日本の高等教育において、地域の人材ニーズや将来的な就業構造の

変化、労働需要等も踏まえた文理のバランスのある構造転換が求められる。 

 

３．私立大学の役割の変遷と人材輩出への貢献等 

○ 私立大学は、それぞれの建学の精神に基づき自主性と公共性のバランスを

図りながら時代のニーズに即応した独創的な教育研究等を進めており、学士

課程学生の約８割の教育を担い、高等教育のアクセス確保や地域にとって不

可欠な人材の輩出等に重要な役割を果たしている。 

 

○ 歴史的には、幕末から明治初期にかけて全国的に私塾が成長し近代高等教

育の素地が形成され、官立の大学が整備される以前から、私立の高等教育機

関が創設されてきたが、国の制度としての大学は、大正７年の大学令制定ま

では官立の帝国大学に限られ、その後、私立大学が誕生していった。なお、

私塾といっても、私的なものではなく公共性を持ったものとして高等教育を

支えてきたと考えられていたことや、関係者は大学昇格への強い意識を早期

から持っていたことについては留意が必要である。戦後は、戦前の旧制の大

学、師範学校、専門学校等は、新制の大学として位置づけられた。 

 

 
5 地方の定義 ①及び②以外の地域 

①以下のいずれかに指定された地域 

ア 首都圏整備法に定める「既成市街地」あるいは「近郊整備地帯」 

イ 近畿圏整備法に定める「既成都市区域」あるいは「近郊整備区域」 

ウ 中部圏開発整備法に定める「都市整備区域」 

②政令指定都市 
6 地方に所在する私立大学数は全体の約 35%。そのうち、収容定員 4,000 人以下の小規模大学は約 95%。 
7 出典:文部科学省「学校基本統計」（令和６年度） 
8 出典:OECD.stat「New entrants by field」（データは 2019 年時点。） 
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○ 我が国の高等教育政策においては、国立大学が、国家の政策課題の達成に

必要な人材育成等について大きな役割を担ってきたことに対して、私立大学

は建学の精神に基づき自主性と公共性のバランスを図りながら、多様なニー

ズを持った学生に対して高等教育へのアクセスを確保するなど高等教育の量

的な拡大に大きく貢献しつつ、多様な分野で活躍する人材の輩出や特色ある

研究を通じ、産業や地域の発展に貢献してきた。 

 

○ こうした国立や私立がそれぞれ果たしてきた役割など歴史的な経緯も踏ま

えながら、政府による資源配分などの制度設計が構築され今に至っている

が、近年、私立大学の果たす役割の重要性は更に高まっており、私立大学が

主要な役割を果たす領域が拡大している。 

 

○ 地域においては、教師、保育士、幼稚園教諭、看護師等をはじめとした地

域のエッセンシャルワーカー9や地域の製造業の中核となる高度技術者、さら

には地域経済を支え、地域活性化の担い手となる地域中核人材等の育成など

で、私立大学は不可欠な存在となっている。 

 

○ 具体的な例を挙げると、小学校教員で約６割、看護師で約７割、社会福祉

士で約９割が私立大学出身 10であり、私立大学が地域の生活の基盤を支える

人材を継続的に輩出している状況にある。また、各地域において、地元の高

校生が進学し、私立大学で学び、地元企業等に就職するというサイクルが構

築されている例も多く、地域の私立大学は、県内進学率及び県内就職率が地

元の国立大学よりも高い水準となっている傾向にある。 

 

○ また、研究面においても、私立大学の中には、世界の研究大学と伍する研

究力を誇る大学や、特色ある分野において我が国あるいは世界をリードする

ような研究を行う大学、地域の知の拠点として経済発展に資する研究を行う

大学等が存在し、それぞれが重要な役割を担っている。 

 

○ このことは、Highly Cited Researchers(高被引用論文著者)において我が

国から 76名が選出されている中で、私立大学からも 13名（17%）が選出さ

れていることや、世界大学ランキング 11における Top6.1%に 50校もの私立大

学がランクインしていること（国立大学は 58校）、大学発ベンチャー創出数

 
9 エッセンシャルワーカーの語は多義的で、大学以外の機関において養成されることが基本的に想定される職種もある

ことに留意が必要。 
10 出典:日本私立大学協会「私立大学ファクトブック 2024」 
11 出典：Times Higher Education（THE）「Times Higher Education World University Rankings 2024」 
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も国立大学に肩を並べる私立大学が存在 12すること等にも表れている。 

 

○ 一方、国立大学に対する私立大学（学生一人当たり）の財政支出の割合

は、経常的経費で約 11分の１、施設設備関連補助で約 22分の１という状況

である。補助金額に対する割合で見れば、私立大学は高い水準で成果をあげ

ているとの指摘もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 出典:日経 BP コンサルティング「令和６年度技術開発調査等推進事業大学発ベンチャーの実態などに関する調査」 
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Ⅱ 今後の私立大学振興の基本的な考え方（機能や成果に応じた国の支援の強

化） 

 

○ 知の総和答申では、少子化の進行による大学進学者数の急減等が見込まれ

る我が国においては、「知の総和」を向上することが必須であり、「知の総

和」の向上に向けて、教育研究の質を上げ、意欲ある全ての人が高等教育を

享受できるよう社会的に適切な規模の高等教育機会を供給し、地理的・社会

経済的な観点からのアクセス確保によって高等教育の機会均等の実現を図る

ことが必要であるとされている。 

 

○ 学部学生の約８割の教育を担うとともに国際競争力強化に資する研究等を

行う私立大学が、その機能を強化していくことは、学生一人一人の能力を最

大限に高める「質」の向上に資するとともに、「アクセス」の確保にも大き

く貢献するものであり、「知の総和」の向上のために、私立大学における教

育研究の充実が不可欠であることは言うまでもない。 

 

○ 加えて、私立大学は、エッセンシャルワーカーや産業人材等の育成、地域

創生など様々な観点で、地域の活性化においても重要な役割を担っており、

私立大学の存否が、地域の活力に大きく影響を及ぼすことについて、社会全

体で認識を共有すべきである。 

 

○ これまで述べた私立大学の担う役割を踏まえると、こうした役割を一層確

かなものとし、成果に繋げていくことは、大学教育の充実という観点のみな

らず、経済社会・国民生活の向上の面からも極めて重要である。このため、

私立大学に対する公的支援の拡充、特に、基盤的経費をはじめとする私学助

成の拡充が必要不可欠である。 

 

○ 一方で、国民の税負担を原資とする私学助成の教育投資効果等に対する社

会の関心も高まっており、透明性や公共性を一層高めていくことが求められ

る。特に、経営危機に瀕した私立大学等の延命のためだけに用いられること

はあってはならず、教育研究の成果を持続的に社会に還元できる大学等に適

切に配分されるようにすることが不可欠である。 

 

○ こうした観点も踏まえ、従来の一律に近い配分方法から、以下のような観

点に応じたメリハリ・重点化への転換を図ることとする。 

(1)地方において、地域ニーズに応え、地域経済の担い手となる人材の輩出 
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(2)教師、保育士、看護師等のエッセンシャルワーカーの養成 

(3)国際競争力の強化に資する研究環境の充実 

(4)日本の産業を支える理工農系分野における人材の育成 

(5)大学の教育研究の質の向上に向けた取組 

 

○ また、中長期的には、従来の設置者に応じた支援から、教育研究の機能や

成果に着目した支援の強化が必要である。現在、中央教育審議会大学分科会

質向上・質保証システム部会の下に設置された教育・学習の質向上に向けた

新たな評価の在り方ワーキンググループにおいて、高等教育の質向上・質保

証システムの構築に向けての新たな評価制度の在り方について議論が進めら

れているところであり、同ワーキンググループにおける議論も参考とした私

立大学の強みや特色の適切な評価を前提に、設置者別から機能別の支援の仕

組みの創設を検討すべきである。 

 

○ このような国の財政支援に係る基本的考え方や、知の総和答申でも示され

ている高等教育の規模の適正化の観点を踏まえつつ、時間軸をもちながら、

以下で述べる国による私立大学振興のための４つの施策の方向性に向けた転

換を図っていくことが必要である。 
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Ⅲ 国による私立大学振興のための４つの施策の方向性の転換 

 

１．地域から必要とされる人材育成を担う地方大学の重点支援への転換 

 

（１）現状と課題・目指すべき姿 

＜現状と課題＞ 

①地方私立大学の役割と課題 

○ きめ細かな教育を通じて、教師、保育士、幼稚園教諭、看護師等をはじめ

とした地域のエッセンシャルワーカーや地域の製造業の中核となる高度技術

者、さらには地域経済を支え、地域活性化の担い手となる地域中核人材等を

育成するなど、地域の人材育成インフラとしての私立大学の役割は大きい。

また、私立大学は国立や公立と比較しても、県内入学者率や県内就職率が高

いなど、地域社会の振興・発展に大きく寄与している。 

 

○ 一方、現在においても、人口動態の影響等を受け、地方は都市部よりも定

員未充足となっている割合が高いが、今後の人口減少は地方においてより顕

著となることが想定され、同様に 18歳人口についても地方の私立大学はよ

り影響を受けることが見込まれる。このことは、地方の小規模私立大学から

撤退しかねない可能性を示唆している。 

 

②地域連携プラットフォームや大学間連携の現状等 

○ 地域連携プラットフォームは、令和６年度時点で、全国で 273あるとされ

ており、多くの都道府県で地域連携プラットフォームが所在するに至るな

ど、全国的な広がりを見せている 13ものの、将来的な地域の人材需要を踏ま

えた大学間の連携やプラットフォームにおける議論を踏まえた大学改革は一

部に留まる状況にあり、地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界など関

係者によるプラットフォームの構築や連携強化を進めていくことが求められ

る。 

 

○ また、地方大学が教育の質を高めるとともに効率的な大学運営を進める上

では、都市部の大学と地方の大学や地方同士の大学間で教学部門・大学事務

部門の連携を強化していくことが重要であり、国においても、私学助成の特

別補助等において支援を講じているところであるが、教育課程の連携や事務

の共同実施等の具体的な取組は、元々の教育内容の違いや事務組織の風土、

 
13 出典:「地方公共団体と高等教育機関の連携の状況に関するアンケート」（令和６年６月 28 日文部科学省） 
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業務工程等の違いから容易ではなく、大学間の連携は未だ道半ばの状況にあ

る。 

 

＜目指すべき姿＞ 

○ 地域から必要とされる人材育成を担う地方大学は、地域社会の存立に不可

欠であり、高等教育政策の責任を担う国は、大学の偏在も指摘される現在に

おいては、特に地方における高等教育のアクセス確保について、施策を検討

し、実施する責任がある。その際、それぞれの地域における地方公共団体と

高等教育機関の連携が不可欠である。 

 

○ 国による地域構想推進プラットフォーム等への支援・関与を行いながら、

大学、地方公共団体、産業界等が参画するプラットフォーム等において、各

地域の生活・産業基盤の維持向上のための人材需要等を踏まえた実効的な地

域アクセス確保のための取組や地方創生の取組の創出のための高等教育の将

来像等の認識を共有していくことが求められる。 

その上で、各大学においては、将来像等を踏まえた教育研究面の構造転換

や大学間連携をしつつ、強みをもつ分野への資源の集中等を推進していくこ

とが求められる。国においては、こうした大学への重点支援を行うべきであ

る。 

地域構想推進プラットフォーム等においては、大学や文部科学省が所管す

る機関のみならず、各省庁が所管する教育機関も含めて全体として地域の人

材育成や高等教育のアクセスの在り方を検討すべきことについても留意が必

要である。 

 

○ 海外の事例の一つとして、例えば、米国イリノイ州では、イノベーション

と経済発展を推進する目的でイリノイ・イノベーション・ネットワーク

（Illinois Innovation Network: IIN）が構築され、州内の州立大学が中心

となり、地域社会、産業界を基盤とする拠点（hub）が連携し、イリノイ州

全体の経済発展と労働力開発を推進するために協力している。各地の拠点

（hub）は、地域の強み、ニーズ、「戦略的優先事項」を反映した地域特化型

の取組を推進しており、「戦略的優先事項」の例として、IT・量子技術、製

造業、アグリテック、物流、エネルギー分野等が挙げられている。 

こうした「戦略的優先事項」があることで、地域においては、例えば、

IT・量子技術に関して、高校からコミュニティカレッジ、地域包括大学、研

究大学等の教育機関と産業界が連携して人材育成が行われ、地域の産業の重

点分野に対応した人材輩出が行われる仕組みとなっている。このような海外
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事例も参考としつつ、国は、施策を進める必要がある。 

 

○ 地方私立大学が担う人材育成等の機能を踏まえ、地域に必要な人材が継続

的に輩出されるよう、地方公共団体や産業界等と私立大学が協力して人材を

輩出する体制を構築していくことが必要である。また、私立大学が果たす地

域への貢献等について、自治体や地元の産業界をはじめとする地域社会等と

認識を共有していくことも重要である。 

 

○ 更に、地域の人材輩出等において不可欠な地方の中小規模の私立大学が、

今後も役割を継続的に果たしていくためには、大学進学者数の急減も見据え

つつ、質の向上と経営の効率化を両立させたレジリエントな組織を作り上げ

ていくことが重要である。このため、特色ある分野に集中した上での持続的

な経営を可能としたり、地域間の大学同士や都市部の大学と地方の大学と

が、オンライン等の活用によって開設科目の相互補完や事務の共同実施の体

制を構築したり、学部と大学院の一貫教育の体制 14を整備したりしていくこ

とが求められる。 

また、高等教育の修学支援新制度の機関要件においては、大学経営の問題

と学生への支援の在り方は、分けて考えるべきであることから、要件を見直

す必要があるとの指摘もあった。また、地方の私立大学を評価する際も地域

の人材輩出等において不可欠な大学については、当該地域における人材育成

への貢献度や立地条件等の要素を考慮した上で、検討していくことが必要で

ある。 

 

○ また、大学入学者数の急減に伴って大学が撤退等することになった結果、

特定の地域から、大学や、地域に必須のサービスを担う人材を育成する学部

が無くなり、当該地域の高等教育へのアクセスや人材輩出に課題が生じるこ

とは避ける必要があり、私学助成において地域の人材育成における私立大学

の貢献等に応じた重点支援を行うなどの方策を講ずるべきである。 

 

○ 地域構想推進プラットフォーム等においては、国が、高等教育の望ましい

姿を描いた上で、地域の実情に応じた取組が進められることが重要である。

地方においては、2040年に向けて地域の人材育成が持続可能なものとなるか

主体的に議論を行い、構築される地域の高等教育像、すなわち、地域に必要

な人材の内容やボリュームと、それに対応するための他の大学との適切な連

 
14 私立大学同士のみならず、私立大学の学部と国立大学の大学院との連携等も考えられる。 
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携・役割分担等による地域の大学全体で形成する高等教育の姿を共有し、地

域の高等教育資源の効率的・効果的な活用のための重複感の解消や地域の高

等教育機関の機能を最大化していくことが必要である。 

 

○ このような地域の高等教育像に基づき、個々の大学が構造を転換し、地域

人材を育成していくことが求められており、地方では、このような改革を行

う大学こそが、社会とともに歩む私立大学と考えられる。  
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（２）具体的施策 

①自治体・産業界等との連携推進（地域経済の担い手やエッセンシャルワーカ

ー育成支援等） 

 

○ 国が、地方の高等教育のアクセス確保について、高等教育政策に対する責

任を持って施策を検討し、実施する。 

 

○ 地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界など関係者による連携強化策

として、プラットフォームの構築や、それぞれの協力による人材育成に係る

取組への支援を図る。 

 

○ 文部科学省が各地域の実情等を把握し、地域と共に議論する体制を構築す

る。また、国は、地域構想推進プラットフォームにおける関係者による地域

の実態や今後の見通しを踏まえた議論を行うためコーディネーター配置等の

促進を行う。 

 

○ 地域における高等学校のグランドデザイン等も踏まえた大学の構造転換、

産業界との連携、地方公共団体による支援を後押しする国の制度・支援の充

実を図る。 

 

○ 私学助成では、地方の中小規模大学への重点支援の仕組みを設けている 15

が、これをさらに発展させ、地域経済の担い手やエッセンシャルワーカー育

成等を行う地方の中小規模大学への私学助成のメリハリ・重点化を図る。更

に、地域構想推進プラットフォーム等における議論を踏まえた地域の高等教

育像に基づき、構造転換等の改革を行いながら地域人材を育成していく大学

を重点的に支援する。 

 

○ 地域の人材需要や産業ニーズ等に応じた教育研究を行う私立大学につい

て、定員充足率に応じた私学助成の在り方の見直し等も通じて、地方の私立

大学の教育研究環境の充実を図る。 

  

 
15  地方中小規模大学に対しては、学生一人当たりの単価計算において他の大学よりも高い単価を設定しており、令和

７年度からは、更に地域需要やアクセスへの貢献状況を評価し、支援額にメリハリ・重点化を行うこととしている。

（単価の例 教育研究費に係る私学助成の算定中、学部学生の単価を地方大学は、その他大学に対して約 1.37 倍で設

定。） 
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※以下の施策については、４．教育研究の質の向上に向けた重点支援への転換

（２）プロジェクト型学習の推進等の手厚い教育指導体制の構築に後掲 

 

○ 産業界等の社会のニーズを踏まえた PBLの推進やアクティブラーニング、

論文指導等の少人数指導の充実に向けた手厚い教育指導体制の構築として、

ST比の改善を含む教員配置の充実を評価し、支援する。 

 

○ PBLの実施に効果的な実務家教員について、教員資格審査の改善等をはじ

めとした配置の促進や FD・SDの充実等を推進する。 

 

○ 学生・教員の学外での活動が容易になるよう、PBL等に係る経費を含め、

基盤的な経費を充実する。 

 

②高等教育政策の在り方の転換 

○ 国において、望ましい高等教育政策の在り方を示した上で、都市と地方の

人材交流や循環を促進する。例えば、都市部の大学と地方大学との連携によ

る国内留学や、地方公共団体との Uターン協定等の締結、都市部の大学によ

るサテライトキャンパスの設置促進等の地方への人の流れの創出につながる

取組を支援し、地方の高等教育機関や地方公共団体との交流・連携を推進す

る。 

 

○ 地方中小規模大学が引き続きその役割を果たしていくため、強みをもつ分

野に資源を集中しやすくなるよう、放送大学との連携など大学間連携による

オンライン授業をはじめとした開設科目の相互補完を円滑に行うための制度

的な支援や、事務の共同化を通じた効率化の促進に向けた支援を行う。 

 

○ 地方公共団体の地方創生に向けた取組に私立大学が積極的に関与し、地方

創生のための役割をこれまで以上に担っていくことができるよう、新しい地

方経済・生活環境創生交付金等を活用した私立大学の連携事例の創出の横展

開を図る。 

 

〇 地域にとって必要不可欠な専門人材を輩出するための一貫した教育を提供

する観点に立ち、初等中等教育との連携・協働を積極的に推進する。 
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２．日本の競争力を高める教育研究を担う大学の重点支援への転換 

 

（１）国際競争力の向上に向けた私立大学の研究力強化 

 

①現状と課題・目指すべき姿 

＜現状と課題＞ 

○ 文理問わず価値創造の源泉となる大学における研究は、我が国の成長の原

動力であり、新たな知を社会的・経済的価値の創造に結び付け、人材育成と

持続的なイノベーションの創出を通じた国際競争力の向上を図っていくため

には、大学の研究力を引き上げていくことが極めて重要である。 

 

○ 一方、日本の研究力は相対的・長期的に低下傾向にあり、例えば、論文総

数の国際的な順位は近年低下しており、中でも、引用数の高い論文数

（Top10%補正論文数）については鮮明な下落が見られている 16。 

 

○ これまでの我が国の研究力強化に向けた戦略は、公的投資の規模等からし

ても、国立大学が中心であったことは否めないが、私立大学においても、世

界の研究大学と伍する研究力を誇る大学や、特色ある分野において我が国あ

るいは世界をリードするような研究を行う大学、地域の知の拠点として経済

発展に資する研究を行う大学等、それぞれが重要な役割を担っている。 

 

○ このことは、慶応義塾大学の「ヒト生物学－微生物叢－量子計算研究セン

ター(Bio2Q)」が世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）の採択を受け

たことや、世界大学ランキングにおける Top6.1%に 50校もの私立大学がラン

クインしていること、大学発ベンチャー創出数も国立大学に肩を並べる大学

もあり特に近年の増加率が高まっていること、科研費について、私立大学

は、2024年までの 20年間で採択件数が約 2.6倍に、配分額が約 1.8倍に増

加するとともに、研究機関別の採択件数は３割、配分額は２割を占め、その

割合は年々増加し、存在感が高まってきている 17こと等にも表れている。 

 

○ こうして私立大学が我が国の研究力を支える重要な一翼を担っている一方

で、研究力強化に不可欠な施設設備等の整備に係る学生一人当たりの国によ

る補助金の額は、国立大学の約 22分の１に留まるとともに、科研費獲得が

多い私立大学と科研費獲得が同程度の国立大学との基盤的経費に係る支援額

 
16 出典:文部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指標 2024、調査資料-341、2024 年８月 
17 第３回検討会議 資料２「科学研究費助成事業（科研費）とは」を参照 
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を比較した場合、私立大学は国立大学を大きく下回る状況がある 18など、財

政支援に大きく差が生じている実態がある。 

 

○ 現在、研究力強化に向けた様々なプロジェクト・予算措置が進められてお

り、国立大学と私立大学とが獲得に向けて競う場面も少なくないが、旧帝国

大学を中心に多額の公的投資によって研究施設設備等の整備が進められてき

た経緯を踏まえると、私立大学は不利な環境に置かれているという現場の声

もある。また、公的投資のみならず、産業界から私立大学への資金の流れを

強化していくことも課題である。 

 

○ また、新たな学問分野の創成や学問分野の継承には、優秀な若手研究者の

活躍が必要不可欠だが、大学等の本務教員のうち、40歳未満の教員が全体に

占める割合は継続的に減少傾向にある。また、研究設備を特定の研究室等が

専有している結果、必ずしも潤沢な研究資金を持たない若手研究者が、必要

な研究設備・機器にアクセスできず、満足に研究を進められないといった声

もある。加えて、優秀な若手研究者の育成・確保にあたっては、その前提と

して、優秀で多様性に富む多くの学生が大学院に進学することが不可欠であ

るが、学士課程修了者の修士課程等への進学率は 11.7%（令和６年度）とな

っており横ばいの状況が続いている。 

 

＜目指すべき姿＞ 

○ 最先端科学技術立国の実現を目指し、我が国の国際競争力を強化していく

にあたり、私立大学が独自の建学の精神に基づき創意工夫を凝らす中で新た

な領域を開拓していく力は極めて高く、その潜在的な力を最大限に伸長する

とともに、国立・私立の設置者別ではなく、研究力や専門人材の養成を期待

される大学が切磋琢磨し、世界をけん引するイノベーションを創出する環境

の構築が必要である。 

 

○ また、Top10%補正論文数に関するイギリスやドイツとの比較においては、

最上位層の差以上に、第二層以下の厚みの差が顕著である傾向にあることか

ら、リードする大学に続く第二、第三の大学群に幅と厚みを持たせ、中小規

模の大学も含め、全国の優れた研究者のポテンシャルを引き出す基盤の強化

を図ることが必要不可欠である。 

 

 
18 出典:文部科学省調べ（第３回検討会議 資料１「国際競争力の強化に向けた私立大学の研究力強化について」P6を

参照） 
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○ イノベーション創出の源泉となる若手研究者が量・質ともに充実するよ

う、裾野の拡大に向けて、大学院の教育研究環境の充実や産業界等との連携

による幅広いキャリアパスの開拓等による修士・博士課程等の学生の増加や

若手研究者のポストの拡充を図るとともに、研究環境の充実に向け、設備・

機器等のアクセスを容易にすることや研究に専念できる環境を構築すること

などが必要である。 

 

○ 加えて、産業界のニーズに応じた人材育成や国際競争力の強化につながる

研究開発を推進していくために、産学連携から産学融合による共同研究・共

同教育を実現していくべきである。  
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②具体的施策 

〇 最先端科学技術立国の実現を目指し、文理を問わず幅広い分野や特定の分

野で研究力の高い私立大学が、国際的にも研究力で競い合える拠点となり、

私学全体の教育研究力の向上や研究成果の社会実装の加速化を推進する機能

も果たすための学術研究基盤の確立に向け、施設設備の整備費と人員の配置

等を含む基盤的経費を一体的かつ集中的に支援する枠組みを構築する。 

 

〇 我が国全体の研究力向上に向けて、私立大学の特色ある研究を推進すると

ともに、それを支える研究基盤が大学の枠を超えた共同利用等の仕組み（共

同利用・共同研究拠点等）で活用されるよう支援する。 

 

〇 GX、DX等により大きな産業構造変化が予想される中で、産業界のニーズに

応じた人材育成や国際競争力の強化につながる研究開発を促進するため、産

学融合による様々な形の共同研究等を推進する。 

 

○ 産学融合の動きを加速化させるとともに、企業等からの投資を呼び込むた

め、企業等からの私立大学に対する基金等への寄付を促すための税制上の措

置に係る手続きの簡素化等の改善を図ることにより、大学の収入源の多様化

を促進する。 

 

○ 大学において、若手研究者が腰を据えて研究に取り組める環境を整備し、

若手研究者を積極的に確保する取組等に対する支援を充実する。 

 

〇 世界中から優秀な研究者を招へいするため、大学が研究者等に対して一定

基準以上の高額な給与の支払いを行っている場合に私学助成が減額されるこ

ととなっている現行の仕組みを見直す。 

 

〇 限りある研究資源の有効活用を促す観点から、研究設備・機器等を自大学

内外の者が共用できる仕組みの構築に取り組む大学を支援する。 

 

○ 特殊な技術等を必要とする最先端の研究設備・機器の整備・運用・操作や

研究開発マネジメントに携わる専門人材の配置充実に向けた支援を行う。 

 

○ 学生にとって、最先端の研究に触れる機会を増やし、魅力ある学修環境と

なるよう、研究型大学を中心に、修士課程をはじめとした大学院の機能強化

（若手研究者の研究環境の充実や学部から大学院教育への資源のシフト、大

学院の定員増等を含む）に向けた支援を充実する。 
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※以下の施策については、４．教育研究の質の向上に向けた重点支援への転換

（３）今後の社会で活躍する力を身に付けるための大学院教育の充実に後掲 

 

○ 大学教育全体の質の向上と大学院の充実に向け、学部から大学院教育への

収容定員・資源のシフトを進めることが必要であり、国は、学部定員を減

じ、大学院シフトを進める大学を重点的に支援する。 

 

○ 教育研究の質の確保を前提とした修士課程の標準修業年限や在学期間の特

例を含め、学士課程から博士課程までの縦の連続性の向上を図るための制度

上の措置を講じ、各課程の質と密度を高める取組を推進する。 

 

○ 大学院等における地域や企業の人材ニーズに応えるリ・スキリングプログ

ラムの拡充等を支援する。 
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（２）日本の産業を支える理工農系人材の育成 

 

①現状と課題・目指すべき姿 

＜現状と課題＞ 

○ 経済産業研究所（RIETI）の調査結果による就業構造の将来予測では、現

在の人材供給のトレンドが続いた場合、職種間、学歴間によってミスマッチ

が発生するリスクが指摘されており、特に、事務職で需要が減少する一方、

現在供給が増加傾向にある大卒文系人材は余剰が生じる可能性があるとされ

ている。また、インフラの老朽化等が進む中で国民の生命や財産を守り続け

るため、インフラ施設の適切な維持管理や効果的な防災対策等に取り組む、

建設や防災工学等の分野における人材の育成は急務である。 

 

○ また、大学生の学修時間に関する調査 19によると、１年生文系の学生の学

修時間は米国の学生を下回っているが、４年生理系の学生は大きく上回って

おり、実験実習や卒業論文・卒業研究等を中心とした日本の理系の学びは、

学修時間の確保を通じた学生の成長の側面からも重要な意義を有している。 

 

○ 一方、我が国の大学の専攻分野別の入学者数の割合 20は、人文科学は

14%、社会科学は 32%と高い割合であるのに対し、理工系は 17%（理学 3%、工

学 14%）となっており、この割合は諸外国の中でも低位で、OECD平均

（27%）より大幅に低い状況にあり、文系への偏りが見られる。このため、

理工農系の産業人材を求める地域においては、人材ニーズと学部分野のミス

マッチも指摘されている。 

 

○ 加えて、学生等の実態として、義務教育段階終了時点では、比較的高い理

数リテラシーを持つ者は 40万人程度存在しているにも関わらず、大学入学

共通テストにおける出題教科『数学②』（数Ⅱ、B、C・旧数学Ⅱ・旧数学 B

等）を受験した者は 30万人程度に留まり、私立大学の一般選抜等における

理数科目の必須化の動きも一部に留まることから、入学者選抜の時点におい

ても文理分断が進む傾向にある。 

 

○ また、実際の大学進学時に理工農系分野に進む学生は 12万人程度となる

ことから、理工農系分野を選択しなかった学生についても、数理・データサ

イエンス・AI（MDA）教育に関する実践的な能力を身に付けていくことが重

 
19 谷村・金子、IDE 現代の高等教育、No.515、2009年 11月 
20 出典:文部科学省「学校基本統計」（令和２年度） 
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要である。 

 

○ 更に、今後、地方創生を実現し、地域の持続的な発展に繋げていくために

も、地方において技術革新を推進する理工系人材の育成と確保は急務であ

る。 

 

○ こうした状況も踏まえ、理工農系分野で学ぶ学生の拡大が求められるが、

理工農系については人文科学・社会科学等と比較して学費が高い 21（令和５

年度の授業料平均は理工系で約 115万円、文科系で約 83万円）ことや、高

等学校段階から理数の苦手意識のある者が、入学者選抜で理数系科目を避け

た結果として理工農系分野に進学しなくなる傾向があること等の課題があ

る。 

 

○ 私学助成の仕組みにおいては、その算定において、理工農系学部等や医歯

学部については他よりも高い単価を設定しているとともに、高度研究を実現

する体制・環境の構築や産学連携の強化等を通じた社会実装の推進などにつ

いて KPIを設定し、その状況に応じた重点支援を実施しているところである

が、理工農系は教育研究支出が多く、こうした私学助成の配分を行ってもな

お、支出に対する補助割合は文系よりも低い状況に置かれている。 

 

○ 国による成長分野への大学等の学部再編等のための基金により、地方大学

を中心に全国的な理工系分野の入学定員の増が図られてきたが、定員のボリ

ュームゾーンである大都市圏の大規模大学における理系転換等が一層求めら

れる状況にある。 

 

＜目指すべき姿＞ 

○ 主として学部卒で就職する学生を輩出する大学等においては、文理のバラ

ンスある構造転換を図り、産業ニーズや就業構造の変化に適切に対応した教

育を実施し、地域の経済成長に貢献していくことが求められる。 

その際、大学の地方分散を進める観点や、地方においても、理工系人材が

産業の発展等に重要であることから、大学の構造転換による理工系の拡大に

際して、地方への立地についても検討すべきとの指摘は重要である。 

加えて、現在、理工農系分野の学部で学ぶ学生の６割以上は私立大学に在

 
21 出典:文部科学省「私立大学等の入学者に係る学生納付金調査」 
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籍 22し、卒業後には、地域の産業を支える人材として活躍しており、デジタ

ル・グリーン等の成長分野や国土強靱化に資する分野における人材不足に対

応し、我が国の持続的な成長・発展を実現するため、理工農系に対する重点

支援を通じて十分な教育研究環境を構築し、私立大学における理工農系人材

の育成機能の強化を図ることが必要である。 

 

○ また、高校生が理工農系分野を選択しやすくなるよう、学生の経済的な負

担の軽減や、科学技術コミュニケーション等の強化による社会の科学技術へ

の関心の向上、スーパーサイエンスハイスクール支援事業・DXハイスクール

事業における探究的・文理横断的な学びの強化や大学等との連携、進路指導

等の取組を推進することが必要である。 

  加えて、小中学校段階から理数への関心や好奇心を高め、結果として子供

達が理数系の進路を選択するようにすることが重要である。「数学、理科の

勉強は楽しい」と考える中学生の割合は増加傾向 23にあるものの、依然とし

て国際平均よりは低い水準にある。現在、GIGAスクール構想等による学習環

境の整備等が進み、端末を活用しながら一人一人の興味・関心を踏まえた指

導が図られるとともに、探究的な学習活動の充実が図られている。 

 

○ また、理工農系人材の拡大には、理工農系分野を選択する女子学生の増加

は不可欠であり、上述した取組等に加え、女性が見通しを持って理工農系を

選択できるよう、産業界等と連携し、理工農系分野における女性の活躍の場

を拡大していくことが重要である。 

 

○ 更に、産官の投資による産学共同教育体制の構築を通じた質の高い人材輩

出と量的拡大の実現が図られるべきである。 

  

 
22 出典:日本私立大学連盟「成長分野への構造転換を見据え取り組むべき施策 －私立大学理工農系分野の量的・質的充

実と持続的発展－（提言）」 
23 出典：TIMSS2023 の結果（概要）のポイント（令和６年国立教育政策研究所） 
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②具体的施策 

○ 理工農系分野の学部の教育研究費支出が多い傾向にあることを踏まえた教

育研究環境の充実に向けた、産官による重点的な支援を行う。 

 

〇 理工農系分野における教育研究水準の向上に向けて施設設備の整備に向け

た支援を充実する。あわせて、教育研究設備・機器等の共用を促進する。 

 

○ 少人数教育の実施等を通じた教育研究の質の向上に向けて、教員配置の充

実を促すため、ST比等の改善に向けた私学助成の効果的な配分を強化する。

あわせて、定員超過の大学への減額措置を厳格化する。 

 

○ 地域に不可欠な産業人材を輩出する理工農系の分野を有する私立大学につ

いて、定員充足率に応じた私学助成の在り方の見直し等も通じて、理工農系

の教育研究環境の充実を図る。 

 

○ 大学が企業等と有機的に連携し、産学融合による実践的な教育を行ってい

くため大学におけるクロスアポイントメント制度の活用促進や、大学や学部

の設置認可手続において、実務家教員をより採用しやすくするための教員資

格審査の改善を図る。 

 

○ 産学融合による教育の充実に向け、企業等の大学教育への参画を推進し、

支援を拡充するため、実務家教員等を派遣した場合の人件費相当分、設備・

装置を導入した場合のアカデミックディスカウント分や運用支援の人件費相

当分等に対して、税制優遇の活用促進や導入推進のための支援を行う。 

 

〇 将来の就業構造の予測等も踏まえ、他省庁が所管している施設を含めた

「日本の産業を支える理工農系人材育成」に係るビジョンを国で提示する。 

 

○ 初等中等教育段階において、スーパーサイエンスハイスクールや DXハイ

スクール等の取組を引き続き充実させ、大学との連携を強化するとともに、

小学校における教科担任制の推進などを通じ、児童生徒の理数への興味関心

を涵養する取組を進めるなど、初等中等教育段階と高等教育段階を一体的に

設計し、一貫した改革を推進する。 

 

※以下の施策については、４．教育研究の質の向上に向けた重点支援への転換

（１）産業構造の変化に対応する理系転換、文理横断・文理融合教育の推進
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等）に後掲 

○ 成長分野転換基金を、大都市圏の大規模大学の理系転換に際しての課題に

も対応した仕組みとするなど、同基金を抜本的に充実する。 

 

○ 文系学部も含めた各学部の教育カリキュラムに、数理・データサイエン

ス・AI（MDA）教育プログラムを卒業要件上必須と位置付ける等の教育改革

を進める大学に対して基盤的な人件費や設備の整備等を含めて支援する。 

 

○ 理系分野に関する学びの義務教育段階からの接続を一層強化するととも

に、分野を問わず理工農系に係る素養を身に付けることを促進するため、入

学者選抜において理数科目を必須とする改革を進める大学を支援する。 

 

○ 分野に関わらず、AI・ロボット等を活用し、付加価値を高めることのでき

る人材育成を強化する観点から、大学の特色・強みを活かし、文系・理系の

隔てなく幅広く学修するダブルメジャー等の取組を導入するための教育改革

を行う大学を支援する。 

 

○ 地方における理工系人材の育成に向けた理工系の授業の開設・受講や、理

工農系学部を持たない大学、小規模な大学において、数理・データサイエン

ス・AI（MDA）教育が実施できるよう、放送大学をはじめとした教育プログ

ラムの提供が可能な大学とのオンライン活用等による連携を推進する。 

特に放送大学との連携は、小規模な大学において、自らの特色・強みに資

源を集中した上で、質の向上と経営の効率化を実現することにつながること

から、こうした取組を推進する。 

 

○ 産業構造の変化に対応した社会人のリ・スキリングを推進するため、大学

における教育プログラムの開発・提供及び産業界等との更なる連携を支援す

る。地域の多様な人材ニーズに応える観点から、地域の特色ある私立大学が

放送大学との連携等によるリカレント教育プログラムの開発等を推進する。 
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３．再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革強化への転

換 

 

（１）現状と課題・目指すべき姿 

＜現状と課題＞ 

○ 2040年の大学進学者数は、現在と比べて３割近くも大幅に減少すると見込

まれており、現在の学校法人の事業活動収入約４兆円のうち学生生徒等納付

金が約３兆円であることから、大学進学者数の減少に伴い私立大学全体の収

入は約１兆円減少すると推測される。 

 

○ 大学の経営の現状は、日本私立学校振興・共済事業団（以下「私学事業

団」という。）の経営判断指標に基づく分析（2023年度決算ベース）では、

「自力再生が極めて困難な状態（レッドゾーン：D3～D1）」に分類された学

校法人は 17法人（3.0%）、「経営困難状態（イエローゾーン：C3～B1）」に分

類された学校法人は 119法人（20.9%）となっている。 

 

○ そのような中、４年制の私立大学の定員充足率は悪化傾向にあり、また、

新たに設置された学部等でも同様の傾向にあり、約３割が完成年度時点で７

割未満の定員充足状況となっている。入学定員数が進学者数を上回る状態が

恒常化している大学も多くあることから、現状の教育研究活動を維持するた

めの十分な収入が得られないような学校法人が増加することが想定される。 

 

○ また、文部科学大臣所轄の学校法人 669法人のうち、文部科学省が経営基

盤の安定確保が必要と判断し、経営指導を行っている学校法人の数は増加傾

向にあり、2025年度時点で 42法人となっている。学校法人は、一般に学生

生徒等納付金収入が収入の多くを占めることから、少子化の進展とともに経

営状況は更に厳しくなることが予想される。 

 

○ これらのことを踏まえると、2040年に、現在ある学校法人の全てが存続す

ることはあり得ず、相当数の学校法人が規模縮小や他法人との合併、撤退を

余儀なくされることを覚悟しなければならない状況と言える。しかし、学校

法人の合併や撤退に関するルールの策定やノウハウの蓄積は十分とは言え

ず、縮小・合併・撤退を円滑に進められないおそれがある。 

 

○ 加えて、近年、私立大学の経営悪化を受けて、募集停止や閉鎖の判断を行

う大学も出てきているが、人材輩出や地域活性化の観点から不可欠である等
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の理由から、地元の地方公共団体によって公立大学化するケースが増加して

きている。こうした動きは、高等教育のアクセスの確保等の観点から意義は

あるものの、先行して私立大学を公立大学化した例では、地方公共団体の財

政負担等によって授業料が安価となったこと等により、私立大学として運営

されていた時期よりも他地域からの入学生が増加し、県内の高校生の入学者

率が減少するとともに、卒業生の県内就職率も低下している例 24も多く見ら

れる。各地方公共団体においては、こうした先行例も十分に踏まえ検討が求

められる。 

 

＜目指すべき姿＞ 

○ 少子化の進展に伴う入学者の減少により、現在と同等の学生生徒等納付金

収入が得られなくなることが想定されることから、学校法人の経営力を強化

するため、学校法人の経営方針や経営状況を踏まえた計画的な資産運用や寄

付金収入の拡充、産業界等との連携による受託事業収入の増大等による財源

の多様化も必要である。 

この点は、学生納付金収入への依存を下げ、いわゆるマスプロ教育から脱

却する観点からも重要であり、ST比の改善等を通じた PBLや少人数の指導等

を実現していくことにも資するものである。 

 

○ また、法人経営の持続的な健全性を確保するとともに、大学が、社会的な

要請に応えていく観点から、学校法人経営の特殊性を踏まえた上で、理事長

をはじめ、理事、監事、評議員が、私立学校法等の法令の理解を深め、運営

していくことが重要である。 

とりわけ、理事等においては、現在のみならず、将来にわたって大学が果

たしていく役割を踏まえた上で、経営に係る高い識見を有し、適切な経営判

断を行っていくことが一層求められる。 

 

○ 経営状態が大きく悪化した段階では、社会の変化に対応した学部への改組

等の経営改善に向けた改革手段を取り得るだけの余力がないことが想定され

るため、経営改善のためには経営悪化の兆候が見られ始めた早期の段階から

の検討・取組が重要である。このため、文部科学省の経営指導をより充実・

強化する観点から、学校法人の経営状況の評価指標を再検討して、経営指導

の対象とする法人数を拡大するとともに、評価段階に応じた体系的な経営改

革のシステムを構築することが必要である。併せて、組織経営やコンプライ

 
24 第５回高等教育の在り方に関する特別部会における資料１－２「地方大学におけるアクセスと人流（濱田委員提出資

料）」を参照 
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アンスに通じた弁護士等の専門家を学校法人の学外理事として起用していく

よう促していくことも求められる。 

 

○ 経営指導は、学校法人の経営改善を目指して行われるものであるものの、

今後は、相当数の学校法人が縮小・合併・撤退を余儀なくされることを想定

し、私立学校の自主性を尊重する姿勢は維持しつつも、他法人との連携・合

併及び撤退に向けた支援や、撤退により学生・卒業生が不利益を被ることが

ないような仕組みの構築など、円滑な縮小・撤退等に向けて様々な備えを用

意しておく必要がある。 

  一方、連携・合併及び撤退に向けた支援等を行う際には、地域において私

立大学が社会的な共通資本であるという認識のもと、私立大学の地域への貢

献や、地域構想推進プラットフォーム等における高等教育の将来像等を尊重

して行うことも重要である。 

 

○ なお、知の総和答申では、今後の高等教育政策の目的の一つとして、高等

教育全体の「規模」の適正化を掲げ、そのために、厳格な設置認可審査への

転換が提言されており、高等教育の規模が大学進学者数の減少傾向と合致す

る観点からは、スクラップ・アンド・ビルドによる新たな学問分野への転換

のための学部設置など新陳代謝を図っていくことは必要であるものの、厳格

な設置認可審査の実現に向けて、今後の厳しい大学経営環境の下で運営が継

続的にできるかどうかを一層厳しい基準で審査するだけでなく、審査体制・

プロセスもあわせて、見直す必要がある。 
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（２）具体的施策 

①経営指導の強化等 

〇 学校法人の経営状況の評価指標を再検討し、経常収支差額等の現状の経営

状態の評価だけではなく、借入金の返済計画やそれに伴う資金ショートリス

ク等の将来予測も踏まえて総合的に評価することとし、評価段階に応じた体

系的な経営改革のシステムを構築する。 

経営改革システムの例： 

・資金ショートリスクが一定段階に至った学校法人における経営改革計画の策定及び文

部科学省・私学事業団による進捗状況管理（適切な経営改善策の実施及び同改善策が

機能しなかった場合の縮小・撤退等の速やかな経営判断を着実に促すため、同計画の

策定を私学助成の交付要件とし、計画に記載する経営状況等に係る KPIが達成されな

い場合は助成金を減額する等） 

 ・資金ショートリスクが極めて高い学校法人への指導強化（縮小・撤退等の勧告、対応

状況の公表等） 

 

〇 経営が困難になる学校法人の増加に備え、経営改革システムの実効性を担

保するため、文部科学省・私学事業団の指導・助言機能を強化し、経営指導

の対象とする法人数を拡大（100法人程度）する。 

 

○ 理事等の学校法人経営に係る専門性等の向上に向け、私学事業団のリーダ

ーズセミナーをはじめとした学校法人の役職員の資質向上に係る研修等の充

実を図る。 

 

〇 組織経営やコンプライアンスに通じた弁護士など、文部科学省の指導内容

を十分に咀嚼して執行できる専門家を学校法人の学外理事等として起用する

よう促す。 

 

〇 学校法人の経営力を強化するため、学校法人の経営方針や経営状況を踏ま

えた計画的な資産運用や寄付金収入の拡充、産業界等との連携による受託事

業収入の増大などによる財源の多様化を推進する。 

 

○ 学校法人自身が、自律的な経営改善・向上に向けた努力を進めることを基

調としつつも、地方公共団体が、地域振興の観点から、私立大学が行う人材

育成の取組等に対する支援を行うと判断する場合であって、学校法人による

自律的な経営改善に課題が認められる場合には、関係地方公共団体等が文部

科学省に対して当該大学に対する経営指導の実施等の必要な協力を求めるこ

とができる仕組み作りについて検討する。 
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②学校法人間の連携・合併に向けた支援等 

〇 大学間の再編・統合が進むよう、定員充足状況が厳しい大学等を統合した

場合の定員未充足の組織を抱えることによるペナルティ措置を緩和する。 

 

〇 学校法人が、経営が悪化した学校法人に対して寄付等をした上で経営に関

与する場合の私学助成上の規制について一定の要件の下で緩和する。 

 

③円滑な撤退に向けた支援等 

〇 学校法人が、在学生を卒業させる余力があるうちの撤退を促すべく、円滑

な撤退に向けた支援を行う。  

例： 

・撤退支援に関するハンドブック作成及び撤退の目安の提示 

・撤退に向けた伴走支援のため、私学事業団における専門家チームの体制強化 

 

〇 学校法人の設置する部門の廃止認可申請について、認可までに時間を要す

ることが縮小・撤退する法人には負担となっていることを踏まえ、申請に係

る手続を見直す。 

 

〇 安易な公立化を防ぐとともに、大学間の適正な競争環境を確保するため、

真に地域に貢献するものとする観点から、私立大学の公立化を検討する際に

必要な留意点として、例えば、地域における将来的な人材需要を踏まえるこ

とや、公立大学として運営する場合の自治体への財政負担を考慮すること、

学生確保の在り方を考慮することなどを国において示す。 

 

④学生又は卒業生の不利益を最小限にする取組 

〇 学校法人が解散した際の学籍簿管理について、学校法人自らの責任におい

て対応できない場合に備え、文部科学省や私学団体と連携しながら、私学事

業団において、解散した学校法人の学籍簿を引き取って管理し、証明書発行

業務に対応する体制の構築を検討する。 

 

○ 解散した法人の学籍簿情報の引継ぎが適正かつ効率的になされるために、

また、将来的な証明書の電子交付への対応も視野に、学校法人における学籍

簿管理の状況（デジタル化されているかどうか）を必要に応じ補助金等の配

分に反映するなどして、デジタル化を推進する。 

 

〇 学校法人の公表情報からその経営状況を効率的に把握できるよう、学校法
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人に対し、計算書類や計算書類に基づく経営状況に関する自己評価を分かり

やすく積極的に発信するよう促す。 

 

○ 今後、大学入学者数の急減等に伴い、学校法人の解散事例も増加し、清算

手続きが多様化していくことが想定されることや、厳に避けるべき事態では

あるものの学生が在学している場合における資金ショート等の場合の学校法

人の解散等にも備え、学校法人の清算時における体制や義務、責任等の在り

方について明示しておくことが必要であり、ガイドラインの策定や法制上の

措置について検討する。 

 

⑤大学等の設置に係る寄附行為（変更）認可審査の厳格化等 

○ 大学等の設置に係る寄附行為（変更）認可審査において、経済界をはじ

め、会計士、弁護士等の割合を増やす構成とするなど、審査体制の充実やプ

ロセスの見直しを行う。 

 

○ 財務要件の見直しやリスクシナリオ等の審査の充実などにより、経営状況

や財務計画の見通し等に係る審査を厳格化する。 

 

○ 高等教育の質の向上等に向けた各大学の規模の適正化や、組織のスクラッ

プ・アンド・ビルド、再編・統合を推進するため、定員の一時的な引き下げ

が容易になる仕組みを創設する。 

 

○ 既設の組織に定員割れをしている学部等がある場合に「不可」とする定員

充足率の基準については、学部等を廃止する等の具体的な計画があり、大学

の収容定員の総数は増加しない場合等には申請を可能とすることを前提に、

0.5倍から 0.7倍に引き上げる等の見直しを行う。 

 

○ 大学間の再編・統合が進むよう、定員充足状況が厳しい大学等を統合した

場合の定員未充足の組織を抱えることによるペナルティ措置を緩和する。 
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４．教育研究の質の向上に向けた重点支援への転換 

（１）産業構造の変化に対応する理系転換、文理横断・文理融合教育 25の推進

等 

①現状と課題・目指すべき姿 

○ 「２．（２）日本の産業を支える理工農系人材の育成」でも述べたとお

り、将来、職種間のミスマッチとして、AI・ロボット等の活用を担う人材が

約 340万人不足するリスクが生じる可能性があるとされている一方、我が国

の理工系入学者の割合は諸外国に比べ低い状況にある。 

 

○ 加えて、義務教育段階終了時点では、比較的高い理数リテラシーを持つ者

が、高等学校の文系・理系のコース選択等により多くが早々に理数科目から

離れてしまうとともに、入学者選抜の時点においても文理分断が進む傾向に

ある。 

 

○ また、いわゆる文系の学部の入学者選抜においても、大学入学共通テスト

の数学等を活用し、理数科目の定着度を把握・担保する取組が進められてい

るものの、一部に留まっている状況にある。こうした取組の普及を図るとと

もに、一般選抜のみならず、総合型選抜等における基礎学力の定着の把握に

も活用しやすい仕組みとなるよう、大学入学共通テストの実施時期や内容等

の検討が求められる。 

その際、現在の大学入学共通テストは、得点の多寡による競争試験として

の性質が強いが、一部の大学からは、高等学校段階における一定の基礎学力

の定着を把握することが重要であり、資格試験のような性質のテストの導入

を求める声があることにも留意が必要である。 

 

○ また、実際の大学進学時に理工農系分野に進む学生は 12万人程度となる

ことから、理工農系分野を選択しなかった学生についても、数理・データサ

イエンス・AI（MDA）教育に関する実践的な能力を身に付けていくことが重

要である。 

 

○ 文理横断・文理融合教育を推進していく観点からは、学生が、幅広く複数

の学問領域を学ぶことを可能とするダブルメジャー等の取組も有効である

が、実施するためには、教員の体制や教育プログラムの整備等を要すること

 
25 理系の強みを文系に反映していく観点から、「文理融合」ではなく「理文融合」という語句を用いて推進すべきとの

指摘もある。 
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もあり、取組は一部に留まっている状況にある。特に、理工系学部を持たな

い大学や、小規模な大学においては、より体制を整えることが難しいという

課題もある。 

 

○ また、産業構造の変化に対応するため、社会人が、現在の職務の延長線上

では身に付けることが困難な能力・スキルを大学等において修得するリ・ス

キリングの推進が政府全体でも進められているところであり、一部において

は、先進的な事例が創出されつつあるものの、大学におけるプログラムの提

供や企業による活用の広がりは道半ばである。 

 

○ AI・ロボット等の技術革新に対応し、将来的な産業構造の変化に応じた人

材を育成していくためには、大学と、高等学校段階までの教育機関や産業

界、地方公共団体等とが、人と AIとが共創するための人材をどのように育

成するのかといった教育の将来像を共有し、各教育段階を一体的に設計し、

一貫した改革を推進するとともに、各主体が連携・協働して、我が国全体や

地域の生活・産業の向上に向けて取組を進めていくことが求められる。 
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②具体的施策 

※２．日本の競争力を高める教育研究を担う大学の重点支援への転換（２）日

本の産業を支える理工農系人材の育成の再掲 

 

○ 国による成長分野への大学等の学部再編等のための基金により、地方大学

を中心に全国的な理工系分野の入学定員の増が図られてきたが、定員のボリ

ュームゾーンである大都市圏の大規模大学における理系転換等が一層求めら

れる状況にあるため、成長分野転換基金を、大都市圏の大規模大学の理系転

換に際しての課題にも対応した仕組みとするなど、同基金を抜本的に充実す

る。 

 

○ 文系学部も含めた各学部の教育カリキュラムに、数理・データサイエン

ス・AI（MDA）教育プログラムを卒業要件上必須と位置付ける等の教育改革

を進める大学に対して基盤的な人件費や設備の整備等を含めて支援する。 

 

○ 理系分野に関する学びの義務教育段階からの接続を一層強化するととも

に、分野を問わず理工農系に係る素養を身に付けることを促進するため、入

学者選抜において理数科目を必須とする改革を進める大学を支援する。 

 

○ 分野に関わらず、AI・ロボット等を活用し、付加価値を高めることのでき

る人材育成を強化する観点から、大学の特色・強みを活かし、文系・理系の

隔てなく幅広く学修するダブルメジャー等の取組を導入するための教育改革

を行う大学を支援する。 

 

○ 理工農系学部を持たない大学や、小規模な大学においても、数理・データ

サイエンス・AI（MDA）教育が実施できるよう、放送大学をはじめとした教

育プログラムの提供が可能な大学との連携を推進する。 

特に放送大学との連携は、小規模な大学において、自らの特色・強みに資

源を集中した上で、質の向上と経営の効率化を実現することにつながること

から、こうした取組を推進する。 

 

○ 産業構造の変化に対応した社会人のリ・スキリングを推進するため、大学

における教育プログラムの開発・提供及び産業界等との更なる連携を支援す

る。地域の多様な人材ニーズに応える観点から、地域の特色ある私立大学が

放送大学との連携等によるリカレント教育プログラムの開発等を推進する。 

 



36 

○ 大学の理系への構造転換とともに、高校生が理系分野を選択しやすくなる

よう、初等中等教育段階と高等教育段階を一体的に設計し、一貫した改革を

推進する。 

 

○ 今後の検討課題として、入学者選抜における文理分断からの脱却に向け、

各大学の入学者選抜で理系科目等の導入が進むよう、また、高等学校段階の

一定の基礎学力の定着把握の観点も踏まえ、大学入学共通テスト等の実施時

期や内容、方法等について関係者の意見を踏まえ検討していくことが必要で

ある。 
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（２）プロジェクト型学習の推進等の手厚い教育指導体制の構築  

①現状と課題・目指すべき姿 

○ 経済団体のアンケート調査の結果では、大学において優先的に実施すべき

教育プログラム面の改革として「課題解決型の教育プログラム（PBL等）の

充実」が最上位に挙げられており、企業側からは、卒業生が実際に社会で活

躍するための素養や能力、課題発見・解決力を修得していることを大学に期

待する声が大きい。 

 

○ 地域をフィールドとした課題解決型の学修等に取り組む大学においては、

学生の課題設定・解決能力や論理的思考力といったいわゆる社会人基礎力と

いわれる力や、学修意欲の向上等に成果があがっている例もある。 

 

○ 一方で、PBL等を推進するためには、学外の企業等との折衝を含む教育プ

ログラムの構築を担う人員の配置や、学生に伴走する教員の確保など、手厚

い教育指導体制が不可欠である。加えて、学外での活動には旅費をはじめと

した活動経費がボトルネックとなり、場合によっては学生の負担にもなって

いる等の課題がある。 

 

②具体的施策 

※１．地域から必要とされる人材育成を担う地方大学の重点支援への転換の再 

掲 

 

○ 産業界等の社会のニーズを踏まえた PBLの推進やアクティブラーニング、

論文指導等の少人数指導の充実に向けた手厚い教育指導体制の構築として、

ST比の改善を含む教員配置の充実を評価し、支援する。 

 

○ PBLの実施に効果的な実務家教員について、教員資格審査の改善等をはじ

めとした配置の促進や FD・SDの充実等を推進する。 

 

○ 学生・教員の学外での活動が容易になるよう、PBL等に係る経費を含め、

基盤的な経費を充実する。 
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（３）今後の社会で活躍する力を身に付けるための大学院教育の充実  

①現状と課題・目指すべき姿 

＜現状と課題＞ 

○ 「知の総和」は人数と個々の能力の掛け合わせによるため、人口が減少す

る中で知の総和を向上させるためには、能力を最大限に高めていくことや人

材ニーズの変化に対応することが不可欠であるとともに、我が国の国際競争

力を強化していくためには、これまで述べてきた学部段階の構造転換に加え

て、大学院修了をスタンダードにしていくといった発想の転換が必要であ

る。 

 

○ 30歳未満人口における日本の大学修士課程等の進学率は 7.4％（令和２年

度）であり、OECD平均の 20.4％に比較して約３分の１程度に留まってお

り、また、博士課程等への進学率は 0.7％であり、OECD平均の 1.5％よりも

下回っている状況にあるため、知の総和の向上に向けて、学部卒業で終わる

のではなく、更に学びを深めるために大学院へ進学する学生等を増やしてい

くことが重要である。 

 

○ 修士・博士人材の量的な拡大に向けては、研究力に強みを有する大学を中

心に、大学院の充実を図ることが期待されるとともに、多くが学士課程修了

後に就職を希望する人文・社会科学系についても、修士課程進学者の増加を

図ることが求められる。また、学部から大学院までの教育を通じて、数理・

データサイエンス・AI（MDA）などの、今後の経済社会で重要となる知識等

を身に付けていくことが求められる。その際、産業界においては、大学院を

経由せずに学部卒で採用を望む場合もあるため、大学院教育の付加価値につ

いて、産業界の理解を得ていくことも重要である。 

 

○ また、社会人が、産業構造の変化に対応した新たな能力を身に付けていく

観点から、大学院における高度なリ・スキリング、リカレント教育への期待

が高まっている。リ・スキリング、リカレント教育の充実に向け、大学院教

育全体の充実を図るとともに、学部段階の履修証明等を含む産学連携による

リ・スキリングプログラムや科目等履修の活用など社会人学生の学び方のニ

ーズに対応したプログラムの提供等を通じて、新たな人材需要に対応した質

の高い教育を提供していくことが重要である。 

 

＜目指すべき姿＞ 

○ 大学院の拡充に当たっては、ともすれば研究者養成に力点が置かれていた
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既存の大学院とは一線を画して、修士・博士人材が、その深い専門知識と汎

用的能力をもって社会や地域の課題発見・解決のリーダーとして多様なフィ

ールドで活躍する社会の実現に向け、産業界と大学との共同教育の導入や産

業界からの実務家教員等の導入促進等、産業界のニーズも踏まえた高度人材

の育成を進めるべきである。 

その際、大学においては、技術が短命化し、技術革新が早まる中で、現在

の産業構造に適合するのみでなく、新たな価値の創造等、将来を見据えた戦

略を持って取り組むべきである。 

 

○ 産業界においても、修士・博士の学位をはじめ、大学が輩出する人材や大

学院におけるリ・スキリング等の成果に対する責任ある評価とフィードバッ

クを行うとともに、求める人材像の提示とそれを満たす人材を適切に採用・

処遇等に反映させていくべきである。その際、大学と産業界とが、人材像や

必要な教育内容、体制等について議論・共有し、目的実現のために、産業界

から大学等への人的・財政的支援につなげていくための検討の場の構築も求

められる。 

 

 

②具体的施策 

※２．日本の競争力を高める教育研究を担う大学の重点支援への転換（１）国

際競争力の向上に向けた私立大学の研究力強化の再掲 

 

○ 大学教育全体の質の向上と大学院の充実に向け、学部から大学院教育への

収容定員・資源のシフトを進めることが必要であり、国は、学部定員を減

じ、大学院シフトを進める大学を重点的に支援する。 

 

○ 教育研究の質の確保を前提とした修士課程の標準修業年限や在学期間の特

例を含め、学士課程から博士課程までの縦の連続性の向上を図るための制度

上の措置を講じ、各課程の質と密度を高める取組を推進する。 

 

○ 大学院等における地域や企業の人材ニーズに応えるリ・スキリングプログ

ラムの拡充等を支援する。 
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（４）私立大学附属病院の支援の在り方 

①現状と課題 

○ 私立大学医学部及び附属病院については、医師の約４割を私立大学が輩出

している等、医療人材の養成に大きく貢献しているとともに、幅広い基本診

療科を設置したり、高難度・希少性の高い医療を提供したりするなど、地域

医療に欠かせない存在として重要な役割を担っている。 

 

○ 一方、近年の物価や光熱水費の高騰、人件費の増加等により、多くの私立

大学附属病院において、増収減益・経費率向上による赤字構造が顕在化する

とともに、診療エフォートの増加に伴う研究時間・環境の低下といった課題

が見られている。 

 

 

②具体的施策 

○ 私立大学附属病院の本来の機能である教育研究を充実させるとともに、私

立大学附属病院が今後も人材輩出や医療の提供等を通じて継続的に地域医療

の維持・向上に貢献していくためには、安定した経営基盤の確保が不可欠で

あり、病院部門の厳しい経営状況を更に明らかにしつつ、私立大学附属病院

に対して、文部科学省及び厚生労働省の双方から、緊急的な支援を講ずる。

加えて、地域の医療提供体制について、自治体を含めたステークホルダーと

の対話と、コスト負担を含めた必要なリソース分担の積極的な推進に向けた

環境整備を進める。 
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（５）新たな評価の在り方 

○ 中央教育審議会大学分科会質向上・質保証システム部会の下に設置された

教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループにおい

て、「ここまでの議論の整理（令和７年８月 21日）」が取りまとめられたと

ころだが、今後、議論を深めていくにあたっては、基本的な考え方として、

それぞれの分野のパフォーマンスを明らかにすることを通じて、国公私立の

枠を超えたパフォーマンスを評価し、必ずしも教育の質と一致しない偏差値

等から脱却した大学の評価を学生や企業等の社会全体に提供するとともに、

資源配分にも活用する。その上で、 

・ 大学の負担軽減に配慮すること（サイトビジットは厳選すること等） 

・ 質の保証等に課題がある大学を浮き彫りにするとともに、教育研究の質

の高い大学を明らかにするような評価制度を構築すること 

・ 評価結果はシンプルなものとして、学生や企業等が活用しやすいものと

すること 

等を共通的な留意事項とした上で、更に、私立大学の特性を踏まえ、以下に

ついても留意すべきである。 

・ 私立大学が、国際競争力の向上に貢献する研究者等の人材や地域の生活

基盤において不可欠な人材、地域経済を支える産業人材等、人材輩出の面

において非常に幅の広い人材を育成していること 

・ 国公立大学に比べて、私立大学は、多様な学生の学びの受け皿としてア

クセスを確保してきた結果、学生間の高等学校以前の学習定着度の差が大

きく、学生の卒業時点での到達点だけでなく入学から卒業までの間の成長

にも着目すべき要素が強いこと 

・ 施設設備整備等への投資について、これまでの間の公的投資額の積み上

げについて大きな差があるという前提を踏まえる必要があること 

・ 分野等が同一であっても、各大学の建学の精神や、人材育成像、機能等

に応じて重視すべき教育内容等も異なる場合があること 
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Ⅳ 「知の総和」の向上と高等教育の全体最適に向けた私立大学の在り方 

 

○ 現在の大学の入学定員と大学進学者数がほぼ 100％で均衡している状況か

ら、今後、2040年までに 3割近く減少することを踏まえると、2040年にそ

れぞれの大学において目指す姿が実現していることを前提に、現在までをバ

ックキャストし、大学も国も取組を進めるべきである。 

具体的には、大学の自律的行動を第一義としつつも、2040年までの今後の

15年間程度について、期間を区切り、改革の時間軸を明確化した上で、大学

も国も取組を進めることが必要であり、具体的には、直近の５年間で、国に

おいて、社会の人材ニーズに合致した規模の適正化と質の向上を計画し実行

する大学を重点的に支援する等の仕組みの整備を進め、その間に、大学の自

律的改革の徹底が進められ、急激な大学進学者の減少が始まる前に体制を整

えるようにする等、計画的・体系的に対策を講じていく必要がある。 

その際、各大学の置かれている状況は様々であることから、取組の進捗に

違いは出てくることが想定されるが、大きな時間軸を共有した上で、実情を

踏まえて取組を修正していくという考え方に立つことが重要である。 

 

○ 国が取組を進めるに当たっては、社会とともに歩む大学の目指すべき姿を

掲げながら、未来の社会で活躍する学生の視点を第一に、日本全体の社会構

造の大きな変革への対応の視点と、国際競争力の強化の視点、地方の活力の

強化の視点に立って、2040年を見据えた日本の高等教育の構造を俯瞰した全

体最適が図られるように、私立大学の施策の推進に取り組むべきである。 

その際、大学と高等学校等や、大学と企業、私立大学と国公立大学などの

各機関の間において、一貫した理念と相互理解のもとで最適なシステムとし

て機能するよう施策を設計することが肝要である。 

すなわち、個別の施策を展開する上でも、こうした考え方に基づき、 

・初等中等教育段階から高等教育段階までをつなぐ一体的な設計に基づく一

貫した教育改革や 

・地域構想推進プラットフォームを通じた産学官等がつながる地域に必要 

な人材の輩出のための構造の構築、 

・大学と産業界をつなぐ人材像の共有・育成・処遇への反映、大学の構造 

転換、 

・国公立大学との役割分担等も踏まえた私立大学の改革 

を推進すべきである。 

 

○ これまで述べた各施策を俯瞰的に方針として整理すると以下のとおりであ
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る。国においては、大学の地方分散も含む地域ごとの大学教育の在り方につ

いてのビジョンを示した上で、 

① 地域から必要とされる人材育成を行う地方大学に対する重点支援を行う。

また、地域の人材需要に基づく地域の大学間の連携や構造改革を自治体や

大学、産業界等との協力の下で実行する。 

② 国際競争力の強化の観点から研究力ある私立大学への重点支援を通じ日本

の競争力を高める拠点機能を強化する。 

③ 再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革の強化を図

る。資金ショートリスクが極めて高い等経営に困難を抱え質の担保ができ

ない大学には学生への影響が生じないよう早期の経営判断を求めていく。 

④ 教育研究の質の向上に向けた重点支援を行う。理系転換に向けた改革を進

める大学に対する基金による支援、PBL教育の推進、大学院教育の充実等

を推進する。 

このような取り組みを一体的に進めることで、教育研究の質の向上を図り

つつ、日本の高等教育の都市と地方の大学の規模とアクセスの適正化を図っ

ていくべきである。  
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おわりに 

 

 高等教育における急激な変化と同様、産業界においても、年功序列や終身雇

用からジョブ型への移行等、長年の雇用慣行が変わりつつあるとともに、AIの

進化に伴い、業務工程等において大きな変化が生じている。今後、AIの活用を

前提としつつ、雇用形態も含めて、人間がどのような役割を担っていくのかと

いう議論は、高等教育がどのような役割を担い、人材を育成していくのかとい

う議論に直結するものであり、これまで以上に産業界と大学との接点が増えて

いくことが想定される。 

 急激な少子化に直面している我が国が、将来にわたって成長し続けるために

は、労働生産性の高度化によって高い付加価値を創出していくことが不可欠で

ある。そのためには、学部、大学院を通じた人材育成に加え、社会人のリカレ

ント教育、リ・スキリングも欠かせない要素であり、大学が、その高度な教育

を通じて、いかに付加価値を創出していくかということが重要である。 

 こうした大学の取組を後押しするため、文部科学省は、私学助成において、

大学の取組や成果に応じた支援の充実に努めるとともに、各大学が私学助成の

配分額の見通しを立てやすくなるよう、より明快な配分の仕組みの構築に向け

て検討を進めることが必要である。 

 また、これまで述べた改革は、本会議の使命を踏まえ、私立大学に焦点を当

てて議論を行ってきたが、我が国の高等教育が社会のニーズに対応し、時代を

リードする存在であり続けるためには、私立や国立の別ではなく、それぞれが

役割を踏まえた改革や連携を進めていくことが重要である。 

 更に、こうした一連の改革の実現に向けて、教育研究の主役であるととも

に、2040年の社会経済をけん引するのは学生であり、未来の社会で活躍する学

生の視点を第一に、学生本位で取組を講じていくことが不可欠である。 

  

なお、本検討会議では議論の中心には据えてこなかったが、時代や社会の要

請に対応した高度な教育を提供する上で、我が国の大学の授業料等について

は、私立でも諸外国に比べて低いといった指摘もあり、各大学が財政基盤を確

立し、教育研究に十分なコストを投入することができるようにしつつも、高等

教育アクセスへの支障とならないよう、経済的支援が必要な者に対する支援の

充実について、更なる検討が進められることを期待する。 

 

私立大学は、地域の担い手の育成・確保や労働生産性の向上等の観点から、

社会インフラとしての機能も担っており、産業界や地方公共団体等において

は、将来の我が国の生活や産業、地域経済等の在り方を考える上で、私立大学
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が地域にとって重要な存在であることは言うまでもない。また、学部生を中心

に最も多くの学生が在籍しているのも私立大学であり、私立が動くことで高等

教育が動くと言っても過言ではなく、その改革については、各大学において時

期や目標が設定され、成果を取組に反映していくプロセスが確立されることが

重要である。 

今回取りまとめた本検討会議の提言を踏まえ、2040年代やその後も、私立大

学が社会とともに歩む存在として、引き続き、高等教育アクセスや人材輩出に

ついて重要な役割を担うとともに、地域の知の拠点としての機能を十全に発揮

していくことを期待する。 

最後に、社会とともに歩もうと自らを大胆に改革しようとする私立大学に対

して、文部科学省は、その挑戦がスピーディーに着実に進むよう、大学の現場

の柔軟な視点も持って、各種制度や支援策の在り方を、迅速かつ不断に見直し

ていくべきであり、この提言が、そうした取組の一助となることを願う。 




